
仕 様 書 

 
 

１． 件 名 

令和９年度固定資産税評価替えに係る標準宅地の不動産鑑定評価業務委託 

 

２． 目的等 

令和９年度の固定資産税（土地）評価替えにおいて活用するための標準宅地の不動産鑑定評価を実施す

る。 

 

３． 委託業務の内容 

受注者は、鑑定評価を実施するために必要な業務及びそれに付随する業務として別紙「固定資産税評価

（土地）における鑑定評価実施要領」（以下「実施要領」という。）に定める業務を行う。 

 

４． 鑑定評価の対象地点（標準宅地） 

鑑定評価の対象地点については、「鑑定評価価格一覧表（メモ価格用）（１）」に示したものによる。 

 

５． 鑑定評価の内容 

受注者は、鑑定評価の対象地点（標準宅地）について、「鑑定評価価格一覧表（メモ価格用）（１）」、「鑑

定評価価格一覧表（メモ価格用）（２）」及び「鑑定評価書」の各様式を使用し、次の鑑定評価を行う。 

（１） 正常価格 

（２） 評価の条件は標準宅地に建物がなく、かつ使用収益を制約する権利の付着していないこととする。 

（３） 価格時点は、令和８年１月１日とする。 

 

６． 鑑定評価の基準 

鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準等の改正について」（平成１４年７月３日国土地第８３号国土交通事

務次官通知）に定める「不動産鑑定評価基準」（平成１４年７月３日全部改正、平成１９年４月２日一部改

正、平成２１年８月２８日一部改正、平成２６年５月１日一部改正）及び「不動産鑑定評価基準運用上の

留意事項」（平成１４年７月３日全部改正、平成１９年４月２日一部改正、平成２１年８月２８日一部改正、

平成２２年３月３１日一部改正、平成２６年５月１日一部改正）、「不動産鑑定士が不動産に関する価格等

調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」（平成２１

年８月２８日国土交通省作成、平成２２年１月１日施行、平成２６年５月１日一部改正）及び「不動産鑑

定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関

するガイドライン運用上の留意事項」（平成２１年８月２８日国土交通省作成、平成２２年１月１日施行、

平成２６年５月１日一部改正、令和３年８月３０日一部改正）に従って鑑定評価を実施する。 

 

７． 成果品 

委託業務に係る次の成果品は、実施要領に定める提出方法等により提出しなければならない。 

（１） 鑑定評価価格一覧表（メモ価格用）（１） 一式 

（２） 鑑定評価価格一覧表（メモ価格用）（２） 一式 

（３） 鑑定評価書               一式 

 

８． 成果品の納入場所 

市民部税務課 



９． 提供する資料 

標準宅地の鑑定評価を行うに当たって必要な資料は、当市と受注者とで協議の上、当市から受注者に対

して提供する。 

 

１０．履行期間 

  本業務における履行期間は、契約締結日から令和８年３月２７日までとする。 

 

 

１１．その他 

（１）受注鑑定業者は、事前の意見交換・情報交換等を通じ、近隣市町村の価格状況を把握し、鑑定価格

のバランスを考慮に入れ価格検討及び決定するものとする。 

（２）この仕様書に定められていない事項については、当市と協議すること。 

 


